
日 月 火 水 木 金 土
目につく所にはっておきましょう

９８

７

休日当番医医

図書休館（休室）図書
休み

粗大ごみ受入粗大
ごみ

カレンダーの⾒⽅

６５
行政相談
のいちふれあいセンター

（10:00～15:00)

行政相談
赤岡市民館

（13:00～15:00)
吉川防災コミュニティセンター

（10:00～15:00)

人権相談
香我美保健福祉センター

（10:00～15:00)

香我美・夜須
赤岡・吉川

粗大
ごみ

赤岡・吉川
粗大
ごみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■法律相談（香南市社会福祉協議会　☎57-7300）

■行政相談（総務省高知行政監視行政相談センター　☎088-824-4100）　※12：00～13：00は休み　■人権相談（高知地方法務局香美支局　☎52-3049）（市役所人権課　☎57-8507）　

■献血・健診事業（市役所健康対策課　☎50-3011）　■水道当番表（市役所上下水道課　☎57-8512）　■休日当番医の診療時間は9時～17時となっています。詳細は医療機関にご

確認ください。また、当番医は都合により交代する場合がありますので、最新情報を新聞等でご確認のうえご利用ください。 
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２１
医 三谷医院

（☎56-0152)

図書
休み

香我美・野市
夜須

図書
休み 香我美・野市

香我美・夜須
粗大
ごみ

４３
人権相談
香我美保健福祉センター

（10:00～15:00)

月11月1
（１/１～１/１０）（１/１～１/１０）

医 寺田内科
（☎55-5100)

医 野市整形
外科医院
（☎56-3063)

図書
休み

香我美・野市
夜須

図書
休み

香我美・野市
夜須

医 おひさまこども
クリニック
（☎57-8880)

医 山北内科
リハビリクリニック
（☎54-2220)

図書
休み

香我美・野市
夜須
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３

【弁】
土佐のお笑い話芸の会
開演　１３：００
入場料：一般／1,000円
　　　　　　　　（当日1,200円）
中学生以下／500円
　　　　　　　　　　　（当日同じ）

【ﾏﾘﾝ】
香南市成人式　
開演　１３：３０　〈入場無料〉

香南市22歳の集い　
開演　１８：３０　〈入場無料〉

問い合わせ（環境対策課 ☎57-8508）

８日(日)・９日(月)

８日(日)・９日(月)

２１日(土)～２３日(月)

受入場所受入日

赤岡地域一時保管施設
（赤岡運動広場　西側）

吉川地域一時保管施設
（吉川みどり保育所　北側）

香我美地域一時保管施設

受入時間

8:30～12:30

8:30～12:30

8:30～12:30

７日(土)
８日(日) 夜須地域一時保管施設

（夜須支所　西側）

1 月 の 粗 大 ご み 受 入1 月 の 粗 大 ご み 受 入

※野市町西佐古一般廃棄物処分場は覆土工事等のため、当面の間受け入れ
　　を中止します。中止期間中は吉川地域一時保管施設で受け入れを行います

7:30～12:30

日　　程 場　　所検診内容

月の健診（検診）スケジュール１１
問い合わせ：市役所健康対策課　☎50-3011

３１日（火）

子宮頸がん

午前：吉川　午後：赤岡

３０日（月） 夜須大峰の里

２３日（月）・２４日（火） 香我美保健福祉センター
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完全
予約制

※子宮頸がん検診は予約申し込みが必要です

８～１４

１月

２２～２８

２９～３１

１５～２１

☎54-3004

☎55-4100

☎54-3742

百田設備

㈱香美水道組合

㈲吉本設備

☎54-1577㈱国吉電気商会

野市・吉川 赤岡・香我美・夜須

※宅地内での漏水修理は、水道当番以外に利用する水道
　業者があれば、修理を依頼してもかまいません

１～７

水
道
当
番
表

水
道
当
番
表

四国開発㈱
☎55-4134

㈱山下設備
☎55-1464

【問い合わせ・注意事項】
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　電話で勧誘され、海産物の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送りつけられると

いったトラブルが増えています！「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などと消費者の親

切心や同情心につけ込む勧誘のほか、「買ってもらわないと困る」などの強引な勧誘も多いため、少しでも不

審な点があった場合には、話し込まずにきっぱりと断りましょう。

　注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消

費者はすぐに処分してよいことになっています。万が一、代引き配達にて一方的に送り付けられた商品を、代金

を支払って受け取った場合には、事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。

消費生活
トラブル

の海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルにご注意を！

■問い合わせ／市役所消費生活相談窓口（商工観光課）☎５０-３０１３


